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平成２９年度 第５回

福崎町地域公共交通活性化協議会議案

平成３０年３月２９日



平成２９年度 福崎町地域公共交通活性化協議会議案

議案番号 件        名

１  福崎町地域公共交通網形成計画の策定について

改正地域公共交通活性化再生法第５条抜粋

（地域公共交通網形成計画）  

第５条  地方公共団体は、単独で当該市町村の区域内について、持続可能な地域公共交

通の活性化及び再生を推進する計画（以下「地域公共交通網形成計画」という。）を作成す

ることができる。  

７ 地方公共団体は地域公共交通網形成計画を作成しようとするときは、協議会におけ

る協議をしなければならない。



［パブリックコメントの結果について］

１．期間 平成３０年　３月　１日から

平成３０年　３月１５日まで

２．意見提出者 ４名

３．意見概要及び対応 資料１のとおり

福崎町地域公共交通網形成計画の策定について






















































